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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 新旧対照表（第１条関係） 

改 正 案 現   行 

○香芝市表彰条例 ○香芝市表彰条例 

  

（資格の喪失） （資格の喪失） 

第10条 被表彰者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その資格

を失うものとする。 

第10条 被表彰者が次に該当する       ときは、その資格

を失うものとする。 

 (１) 懲役若しくは禁錮
こ

以上の刑に処せられたとき。 
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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 新旧対照表（第２条関係） 

改 正 案 現   行 

○香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例 ○香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例 

  

附 則 附 則 

（経過措置） （経過措置） 

第３条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の香芝市個

人情報保護条例（以下「旧条例」という。）第７条の規定による

その業務に関して知り得た旧条例第２条第２項に規定する個人

情報（以下「旧個人情報」という。）の内容をみだりに他人に知

らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、こ

の条例の施行後も、なお従前の例による。 

第３条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の香芝市個

人情報保護条例（以下「旧条例」という。）第７条の規定による

その業務に関して知り得た旧条例第２条第２項に規定する個人

情報（以下「旧個人情報」という。）の内容をみだりに他人に知

らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、こ

の条例の施行後も、なお従前の例による。 

(１) この条例の施行の際現に旧条例第２条第１項に規定する

実施機関（以下「旧実施機関」という。）の職員である者又は

この条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のう

ち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事して

いた者 

(１) この条例の施行の際現に旧条例第２条第１項に規定する

実施機関（以下「旧実施機関」という。）の職員である者又は

この条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のう

ち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事して

いた者 

(２) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の

取扱いの委託を受けた業務に従事していた者 

(２) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の

取扱いの委託を受けた業務に従事していた者 

(３) この条例の施行の際現に地方自治法（昭和22年法律第67

号）第244条の２第３項に規定する指定管理者（個別の業務に

ついて指定管理者から委託を受けた民間事業者を含む。以下同

じ。）（以下「指定管理者」という。）が行う公の施設の管理

に関する業務に従事している者又はこの条例の施行前におい

て指定管理者が行う公の施設の管理に関する業務に従事して

いた者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱い

に従事していた者 

(３) この条例の施行の際現に地方自治法（昭和22年法律第67

号）第244条の２第３項に規定する指定管理者（個別の業務に

ついて指定管理者から委託を受けた民間事業者を含む。以下同

じ。）（以下「指定管理者」という。）が行う公の施設の管理

に関する業務に従事している者又はこの条例の施行前におい

て指定管理者が行う公の施設の管理に関する業務に従事して

いた者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱い

に従事していた者 
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改 正 案 現   行 

２ この条例の施行の日前に旧条例第11条第１項、第24条第１項又

は第31条第１項の規定による請求がされた場合における旧条例

に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、

なお従前の例による。 

２ この条例の施行の日前に旧条例第11条第１項、第24条第１項又

は第31条第１項の規定による請求がされた場合における旧条例

に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、

なお従前の例による。 

３ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前に

おいて旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記

録された旧条例第２条第６項第１号に係る個人情報ファイル（そ

の全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）をこの条

例の施行後に提供したときは、２年以下の拘禁刑又は100万円以

下の罰金に処する。 

３ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前に

おいて旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記

録された旧条例第２条第６項第１号に係る個人情報ファイル（そ

の全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）をこの条

例の施行後に提供したときは、２年以下の懲役 又は100万円以

下の罰金に処する。 

(１) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は

この条例の施行前において旧実施機関の職員であった者 

(１) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は

この条例の施行前において旧実施機関の職員であった者 

(２) 第１項第２号に掲げる者 (２) 第１項第２号に掲げる者 

(３) この条例の施行の際現に指定管理者が行う公の施設の管

理に関する業務に従事している者又はこの条例の施行前にお

いて指定管理者が行う公の施設の管理に関する業務に従事し

ていた者 

(３) この条例の施行の際現に指定管理者が行う公の施設の管

理に関する業務に従事している者又はこの条例の施行前にお

いて指定管理者が行う公の施設の管理に関する業務に従事し

ていた者 

４ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の

施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第２条第５項

に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第

三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１

年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 

４ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の

施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第２条第５項

に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第

三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１

年以下の懲役 又は50万円以下の罰金に処する。 

５ 法人（国及び地方公共団体を除き、法人でない団体で代表者又

は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）

の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者

が、その法人又は人の業務に関して、前２項に規定する違反行為

をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、

５ 法人（国及び地方公共団体を除き、法人でない団体で代表者又

は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）

の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者

が、その法人又は人の業務に関して、前２項に規定する違反行為

をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、
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改 正 案 現   行 

当該各項の罰金刑を科する。 当該各項の罰金刑を科する。 

６ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、そ

の代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代

表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関

する法律の規定を準用する。 

６ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、そ

の代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代

表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関

する法律の規定を準用する。 
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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 新旧対照表（第３条関係） 

改 正 案 現   行 

○香芝市の一般職の職員の給与に関する条例 ○香芝市の一般職の職員の給与に関する条例 

  

第15条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の

規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に

掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、

支給しない。 

第15条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の

規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に

掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、

支給しない。 

(１) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間

に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた

職員 

(１) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間

に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた

職員 

(２) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間

に地方公務員法第28条第４項の規定により失職した職員 

(２) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間

に地方公務員法第28条第４項の規定により失職した職員 

(３) 基準日前１月以内又は基準日から当該基準日に対応する

支給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除

く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘

禁刑以上の刑に処せられたもの 

(３) 基準日前１月以内又は基準日から当該基準日に対応する

支給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除

く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁

錮
こ

 以上の刑に処せられたもの 

(４) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止め

る処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、

その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上

の刑に処せられたもの 

(４) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止め

る処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、

その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮
こ

 以上

の刑に処せられたもの 

第15条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされ

ていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号

のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止

めることができる。 

第15条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされ

ていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号

のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止

めることができる。 

(１) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在

職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該

(１) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在

職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該
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改 正 案 現   行 

起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているも

のに限り、刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）第６編に規定す

る略式手続によるものを除く。第５項において同じ。）をされ、

その判決が確定していない場合 

起訴に係る犯罪について禁錮
こ

 以上の刑が定められているも

のに限り、刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）第６編に規定す

る略式手続によるものを除く。第５項において同じ。）をされ、

その判決が確定していない場合 

(２) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在

職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された

場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明し

た事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合

であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対

する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円

滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。 

(２) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在

職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された

場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明し

た事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合

であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対

する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円

滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。 

２ 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分（以下

この条において「一時差止処分」という。）を行う場合には、そ

の旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分（以下

この条において「一時差止処分」という。）を行う場合には、そ

の旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなけれ

ばならない。 

３ 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合に

おいて、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないとき

は、通知をすべき内容を香芝市公告式条例（昭和31年条例第１号）

第２条第２項に規定する掲示板に掲示することをもって通知に

代えることができる。この場合においては、その掲示した日から

起算して２週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受け

るべき者に到達したものとみなす。 

３ 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合に

おいて、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないとき

は、通知をすべき内容を香芝市公告式条例（昭和31年条例第１号）

第２条第２項に規定する掲示板に掲示することをもって通知に

代えることができる。この場合においては、その掲示した日から

起算して２週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受け

るべき者に到達したものとみなす。 

４ 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法（平成26年法律第

68号）第18条第１項本文に規定する期間が経過した後において

は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処

分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。 

４ 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法（平成26年法律第

68号）第18条第１項本文に規定する期間が経過した後において

は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処

分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。 
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改 正 案 現   行 

５ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該

当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さ

なければならない。ただし、第３号に該当する場合において、一

時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事

事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すこと

が一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限

りでない。 

５ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該

当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さ

なければならない。ただし、第３号に該当する場合において、一

時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事

事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すこと

が一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限

りでない。 

(１) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由とな

った行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられな

かった場合 

(１) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由とな

った行為に係る刑事事件に関し禁錮
こ

 以上の刑に処せられな

かった場合 

(２) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理

由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分

があった場合 

(２) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理

由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分

があった場合 

(３) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に

係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分

に係る期末手当の基準日から起算して１年を経過した場合 

(３) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に

係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分

に係る期末手当の基準日から起算して１年を経過した場合 

６ 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又

は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなく

なったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるもので

はない。 

６ 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又

は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなく

なったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるもので

はない。 

７ 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を

受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事

由を記載した説明書を交付しなければならない。 

７ 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を

受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事

由を記載した説明書を交付しなければならない。 

８ 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項

は、市長が規則で定める。 

８ 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項

は、市長が規則で定める。 
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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 新旧対照表（第４条関係） 

改 正 案 現   行 

○香芝市職員の退職手当に関する条例 ○香芝市職員の退職手当に関する条例 

  

（退職手当の支払の差止め） （退職手当の支払の差止め） 

第16条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当

該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当

該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を

行うものとする。 

第16条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当

該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当

該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を

行うものとする。 

(１) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について

拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭

和23年法律第131号）第６編に規定する略式手続によるものを

除く。以下同じ。）をされた場合において、その判決の確定前

に退職をしたとき。 

(１) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について

禁錮 以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭

和23年法律第131号）第６編に規定する略式手続によるものを

除く。以下同じ。）をされた場合において、その判決の確定前

に退職をしたとき。 

(２) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支

払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。 

(２) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支

払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。 

２ 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の

額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当

するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をし

た者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分

を行うことができる。 

２ 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の

額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当

するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をし

た者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分

を行うことができる。 

(１) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事

件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機

関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事

実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであ

って、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務

(１) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事

件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機

関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事

実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであ

って、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務
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改 正 案 現   行 

に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。 に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。 

(２) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当

該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引

き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為（在職

期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及

び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなも

のをいう。以下同じ。）をしたことを疑うに足りる相当な理由

があると思料するに至ったとき。 

(２) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当

該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引

き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為（在職

期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及

び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなも

のをいう。以下同じ。）をしたことを疑うに足りる相当な理由

があると思料するに至ったとき。 

３ 死亡による退職をした者の遺族（退職をした者（死亡による退

職の場合には、その遺族）が当該退職に係る一般の退職手当等の

額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当

等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項にお

いて同じ。）に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われて

いない場合において、前項第２号に該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当

等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。 

３ 死亡による退職をした者の遺族（退職をした者（死亡による退

職の場合には、その遺族）が当該退職に係る一般の退職手当等の

額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当

等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項にお

いて同じ。）に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われて

いない場合において、前項第２号に該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当

等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。 

４ 前３項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止め

る処分（以下「支払差止処分」という。）を受けた者は、行政不

服審査法（平成26年法律第68号）第18条第１項本文に規定する期

間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を

理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、そ

の取消しを申し立てることができる。 

４ 前３項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止め

る処分（以下「支払差止処分」という。）を受けた者は、行政不

服審査法（平成26年法律第68号）第18条第１項本文に規定する期

間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を

理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、そ

の取消しを申し立てることができる。 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行った退職手

当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に

は、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。た

だし、第３号に該当する場合において、当該支払差止処分を受け

た者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行った退職手

当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に

は、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。た

だし、第３号に該当する場合において、当該支払差止処分を受け

た者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現
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改 正 案 現   行 

に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処

分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 

に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処

分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 

(１) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分

の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判

決が確定した場合 

(１) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分

の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判

決が確定した場合 

(２) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分

の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確

定した場合（拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決

が確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない処分があった

場合であって、次条第１項の規定による処分を受けることな

く、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があ

った日から６月を経過した場合 

(２) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分

の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確

定した場合（禁錮 以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決

が確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない処分があった

場合であって、次条第１項の規定による処分を受けることな

く、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があ

った日から６月を経過した場合 

(３) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職

期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、か

つ、次条第１項の規定による処分を受けることなく、当該支払

差止処分を受けた日から１年を経過した場合 

(３) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職

期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、か

つ、次条第１項の規定による処分を受けることなく、当該支払

差止処分を受けた日から１年を経過した場合 

６ 第３項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関

は、当該支払差止処分を受けた者が次条第２項の規定による処分

を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から１年を経過

した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければな

らない。 

６ 第３項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関

は、当該支払差止処分を受けた者が次条第２項の規定による処分

を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から１年を経過

した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければな

らない。 

７ 前２項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関

が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づ

き、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくな

ったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものでは

ない。 

７ 前２項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関

が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づ

き、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくな

ったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものでは

ない。 

８ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を受けた者に対 ８ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を受けた者に対
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改 正 案 現   行 

する第13条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消

されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない

者とみなす。 

する第13条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消

されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない

者とみなす。 

９ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を受けた者が当

該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当

等の額の支払を受ける場合（これらの規定による支払差止処分を

受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の

支払を受ける権利を承継した者が第３項の規定による支払差止

処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受け

るに至ったときを含む。）において、当該退職をした者が既に第

13条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該

一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による

退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一

般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職

手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わな

い。 

９ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を受けた者が当

該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当

等の額の支払を受ける場合（これらの規定による支払差止処分を

受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の

支払を受ける権利を承継した者が第３項の規定による支払差止

処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受け

るに至ったときを含む。）において、当該退職をした者が既に第

13条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該

一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による

退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一

般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職

手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わな

い。 

10 前条第２項及び第３項の規定は、支払差止処分について準用す

る。 

10 前条第２項及び第３項の規定は、支払差止処分について準用す

る。 

（退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給

制限） 

（退職後禁錮 以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給

制限） 

第17条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当

等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに

該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職

をした者（第１号又は第２号に該当する場合において、当該退職

をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を

受ける権利を承継した者）に対し、第15条第１項に規定する事情

及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の

第17条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当

等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに

該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職

をした者（第１号又は第２号に該当する場合において、当該退職

をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を

受ける権利を承継した者）に対し、第15条第１項に規定する事情

及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の
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額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を

支給しないこととする処分を行うことができる。 

額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を

支給しないこととする処分を行うことができる。 

(１) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた

場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限

る。）に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 

(１) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた

場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限

る。）に関し当該退職後に禁錮 以上の刑に処せられたとき。 

(２) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の

基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し

地方公務員法第29条第３項の規定による懲戒免職処分（以下

「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。）

を受けたとき。 

(２) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の

基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し

地方公務員法第29条第３項の規定による懲戒免職処分（以下

「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。）

を受けたとき。 

(３) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（定年前再任

用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。）

について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基

礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処

分を受けるべき行為をしたと認めたとき。 

(３) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（定年前再任

用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。）

について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基

礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処

分を受けるべき行為をしたと認めたとき。 

２ 死亡による退職をした者の遺族（退職をした者（死亡による退

職の場合には、その遺族）が当該退職に係る一般の退職手当等の

額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当

等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項にお

いて同じ。）に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われて

いない場合において、前項第３号に該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第15条第１項に規定

する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支

給しないこととする処分を行うことができる。 

２ 死亡による退職をした者の遺族（退職をした者（死亡による退

職の場合には、その遺族）が当該退職に係る一般の退職手当等の

額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当

等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項にお

いて同じ。）に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われて

いない場合において、前項第３号に該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第15条第１項に規定

する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支

給しないこととする処分を行うことができる。 

３ 退職手当管理機関は、第１項第３号又は前項の規定による処分

を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取し

なければならない。 

３ 退職手当管理機関は、第１項第３号又は前項の規定による処分

を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取し

なければならない。 
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４ 香芝市行政手続条例（平成９年条例第17号）第３章第２節の規

定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。 

４ 香芝市行政手続条例（平成９年条例第17号）第３章第２節の規

定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。 

５ 第15条第２項及び第３項の規定は、第１項及び第２項の規定に

よる処分について準用する。 

５ 第15条第２項及び第３項の規定は、第１項及び第２項の規定に

よる処分について準用する。 

６ 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第１項又は第２

項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこと

とする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消され

たものとみなす。 

６ 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第１項又は第２

項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこと

とする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消され

たものとみなす。 

（退職をした者の退職手当の返納） （退職をした者の退職手当の返納） 

第18条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の

額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対

し、第15条第１項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生

計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額（当該退職をし

た者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第13条

第３項、第６項又は第８項の規定による退職手当の支給を受ける

ことができた者（次条及び第20条において「失業手当受給可能者」

という。）であった場合には、これらの規定により算出される金

額（次条及び第20条において「失業者退職手当額」という。）を

除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。 

第18条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の

額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対

し、第15条第１項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生

計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額（当該退職をし

た者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第13条

第３項、第６項又は第８項の規定による退職手当の支給を受ける

ことができた者（次条及び第20条において「失業手当受給可能者」

という。）であった場合には、これらの規定により算出される金

額（次条及び第20条において「失業者退職手当額」という。）を

除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。 

(１) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事

件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 

(１) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事

件に関し禁錮 以上の刑に処せられたとき。 

(２) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の

基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し

定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。 

(２) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の

基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し

定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。 

(３) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（定年前再任 (３) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（定年前再任
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用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除

く。）について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎とな

る職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受

けるべき行為をしたと認めたとき。 

用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除

く。）について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎とな

る職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受

けるべき行為をしたと認めたとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第13条第１項、

第５項又は第７項の規定による退職手当の額の支払を受けてい

る場合（受けることができる場合を含む。）における当該退職に

係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理

機関は、前項の規定による処分を行うことができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第13条第１項、

第５項又は第７項の規定による退職手当の額の支払を受けてい

る場合（受けることができる場合を含む。）における当該退職に

係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理

機関は、前項の規定による処分を行うことができない。 

３ 第１項第３号に該当するときにおける同項の規定による処分

は、当該退職の日から５年以内に限り、行うことができる。 

３ 第１項第３号に該当するときにおける同項の規定による処分

は、当該退職の日から５年以内に限り、行うことができる。 

４ 退職手当管理機関は、第１項の規定による処分を行おうとする

ときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならな

い。 

４ 退職手当管理機関は、第１項の規定による処分を行おうとする

ときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならな

い。 

５ 香芝市行政手続条例第３章第２節の規定は、前項の規定による

意見の聴取について準用する。 

５ 香芝市行政手続条例第３章第２節の規定は、前項の規定による

意見の聴取について準用する。 

６ 第15条第２項の規定は、第１項の規定による処分について準用

する。 

６ 第15条第２項の規定は、第１項の規定による処分について準用

する。 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） （退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第20条 退職をした者（死亡による退職の場合には、その遺族）に

対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後にお

いて、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者（以下この条

において「退職手当の受給者」という。）が当該退職の日から６

月以内に第18条第１項又は前条第１項の規定による処分を受け

ることなく死亡した場合（次項から第５項までに規定する場合を

除く。）において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退

第20条 退職をした者（死亡による退職の場合には、その遺族）に

対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後にお

いて、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者（以下この条

において「退職手当の受給者」という。）が当該退職の日から６

月以内に第18条第１項又は前条第１項の規定による処分を受け

ることなく死亡した場合（次項から第５項までに規定する場合を

除く。）において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退
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職手当の受給者の相続人（包括受遺者を含む。以下この項から第

６項までにおいて同じ。）に対し、当該退職の日から６月以内に、

当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎と

なる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受

けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の

通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相

続人に到達した日から６月以内に限り、当該相続人に対し、当該

退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる

職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受ける

べき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職

手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場

合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する

額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

職手当の受給者の相続人（包括受遺者を含む。以下この項から第

６項までにおいて同じ。）に対し、当該退職の日から６月以内に、

当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎と

なる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受

けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の

通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相

続人に到達した日から６月以内に限り、当該相続人に対し、当該

退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる

職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受ける

べき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職

手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場

合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する

額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に第18条第５

項又は前条第３項において準用する香芝市行政手続条例第15条

第１項の規定による通知を受けた場合において、第18条第１項又

は前条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したとき

（次項から第５項までに規定する場合を除く。）は、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から

６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退

職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基

礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分

を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一

般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者で

あった場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に

相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に第18条第５

項又は前条第３項において準用する香芝市行政手続条例第15条

第１項の規定による通知を受けた場合において、第18条第１項又

は前条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したとき

（次項から第５項までに規定する場合を除く。）は、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から

６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退

職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基

礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分

を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一

般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者で

あった場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に

相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下この項から第５項までに ３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下この項から第５項までに
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おいて同じ。）が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中

の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合（第16条第１項第

１号に該当する場合を含む。次項において同じ。）において、当

該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第18条第１項

の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から

６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退

職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基

礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分

を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一

般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者で

あった場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に

相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

おいて同じ。）が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中

の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合（第16条第１項第

１号に該当する場合を含む。次項において同じ。）において、当

該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第18条第１項

の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から

６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退

職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基

礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分

を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一

般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者で

あった場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に

相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当

該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第18

条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当

該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡

の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対

し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処

せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退

職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職

手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処

分を行うことができる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当

該刑事事件に関し禁錮 以上の刑に処せられた後において第18

条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当

該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡

の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対

し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮 以上の刑に処

せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退

職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職

手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処

分を行うことができる。 

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に当該退職に

係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引

き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に当該退職に

係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引

き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員
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改 正 案 現   行 

に対する免職処分を受けた場合において、第18条第１項の規定に

よる処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職

手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内

に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした

者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職

処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当

該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者

退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ず

る処分を行うことができる。 

に対する免職処分を受けた場合において、第18条第１項の規定に

よる処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職

手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内

に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした

者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職

処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当

該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者

退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ず

る処分を行うことができる。 

６ 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第15条第１

項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の

額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第１項から前項

までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取

得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の

受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る

租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当

該相続人が２人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計

額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならな

い。 

６ 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第15条第１

項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の

額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第１項から前項

までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取

得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の

受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る

租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当

該相続人が２人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計

額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならな

い。 

７ 第15条第２項並びに第18条第２項及び第４項の規定は、第１項

から第５項までの規定による処分について準用する。 

７ 第15条第２項並びに第18条第２項及び第４項の規定は、第１項

から第５項までの規定による処分について準用する。 

８ 香芝市行政手続条例第３章第２節の規定は、前項において準用

する第18条第４項の規定による意見の聴取について準用する。 

８ 香芝市行政手続条例第３章第２節の規定は、前項において準用

する第18条第４項の規定による意見の聴取について準用する。 
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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 新旧対照表（第５条関係） 

改 正 案 現   行 

○香芝市消防団条例 ○香芝市消防団条例 

  

（欠格条項） （欠格条項） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となること

ができない。 

第６条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となること

ができない。 

(１) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はそ

の執行を受けることがなくなるまでの者 

(１) 禁錮 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はそ

の執行を受けることがなくなるまでの者 

(２) 第９条第１項の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処

分の日から２年を経過しない者 

(２) 第９条第１項の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処

分の日から２年を経過しない者 

(３) ６月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを

常とする者 

(３) ６月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを

常とする者 
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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 新旧対照表（第６条関係） 

改 正 案 現   行 

○香芝市非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例 ○香芝市非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例 

  

（退職報償金支給の制限） （退職報償金支給の制限） 

第６条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給

しない。 

第６条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給

しない。 

(１) 在職中に拘禁刑以上の刑に処せられた者 (１) 在職中に禁錮
こ

 以上の刑に処せられた者 

(２) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者 (２) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者 

(３) 停職処分を受けたことにより退職した者 (３) 停職処分を受けたことにより退職した者 

(４) 勤務成績が、特に不良であった者 (４) 勤務成績が、特に不良であった者 

(５) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが

不適当と認められる者 

(５) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが

不適当と認められる者 

 


